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国際預金保険協会（ I ADI ） 2024 年 年次コ ンファ レ ンス  

井藤長官 挨拶 

2024 年 11 月 14 日（ 木）  

 

（ 歓迎の挨拶）  

○  ご紹介いただき ま し た金融庁長官の井藤です。  

皆様の来日を 心よ り 歓迎いたし ま す。 ま た、 本日の

I ADI 年次コ ンファ レ ンス の開催にあたり 、ご挨拶の機会

をいただき 、 関係者の皆様に厚く 御礼申し 上げま す。  

 

○  I ADI はこ れま で、預金保険分野における 国際基準の設

定主体と し て、 ま た、 世界中の預金保険機関の知見を共

有する フォ ーラ ムと し て、世界の金融シス テムの安定に

大き な貢献をし てこ ら れたと 認識し ていま す。  

 

○  ま た、ホス ト を務める 日本の預金保険機構は、I ADI の

設立当初から のメ ンバーと し て、研究活動やセミ ナーに

積極的に参加・ 協力さ れてき たほか、I ADI の政策的判断

やガイ ダンス の策定等にも 貢献する など 、I ADI の発展に

大き な役割を果たし てき たと 承知し ていま す。  

今回、 預金保険機構が I ADI の会合をホス ト する こ と

で、 預金保険機構によ る I ADI への貢献リ ス ト に新たな
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項目がま た１ つ追加さ れたこ と をう れし く 思いま す。  

 

○  さ て、 私から は、 本日のコ ンフ ァ レ ンス を少し でも 有

意義なも のと し ていただく ため、今回の国際コ ンファ レ

ンス のテーマ「 Future proof i ng t he Core Pr i nci pl es：

r ai si ng t he bar  f or  deposi t  i nsurance syst ems」 に

鑑み、  

（ １ ） 我が国の金融セーフティ ネッ ト の概要 

（ ２ ） 我が国の金融シス テムを巡る 環境と 直面する 課題 

について、 ご紹介さ せていただき ま す。  

 

（（ １ ） 我が国の金融セーフ ティ ネッ ト の概要）  

○  ま ず、我が国の金融セーフティ ネッ ト の概要について

ご紹介し ま す。我が国の主要な金融セーフティ ネッ ト の

１ つは預金保険法に基づく 枠組みです。  

こ の法律は、預金者等の保護と 破綻金融機関に係る 資

金決済の確保を図る ため、 必要な制度を確立し 、 も って

信用秩序の維持に資する こ と を目的と し て、  

①預金等の定額保護、  

②金融危機対応措置、  

③金融機関の秩序ある 処理、  

の大き く ３ つの枠組みを用意し ていま す。  
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○  ま ず、 ①預金等の定額保護についてご説明し ま す。 預

金等の定額保護は、 万一、 預金取扱金融機関が破綻し た

場合、 原則と し て、 一般預金等は名寄せ後で最大元本

1, 000 万円と その利息ま でが保護さ れる こ と に加え、 決

済用預金は全額保護さ れま す。  

 

○  次に、 ②金融危機対応措置についてご説明し ま す。 我

が国又は対象金融機関が業務を 行っ ている 地域の信用

秩序の維持に極めて重大な支障が生ずる おそれがある

と 内閣総理大臣が認める と き 、金融危機対応措置を発動

可能と なっていま す。  

  

○  具体的には、内閣総理大臣を議長と する 金融危機対応

会議の議を経た上で、（ ⅰ） 過小資本の金融機関に対する

資本増強、（ ⅱ） 破綻金融機関又は債務超過の金融機関に

対する ペイ オフコ ス ト 超の資金援助、 又は（ ⅲ） 破綻金

融機関であって債務超過の銀行等の国有化、を行う こ と

が可能と なっていま す。  

 

○  こ の２ つの枠組みは、我が国が、1990 年代後半から 経

験し た、銀行部門の深刻な不良債権問題によ る 金融危機

の経験が契機と なり 、 大き く 発展し 、 整備さ れたも ので

す。  
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○  最後に、③金融機関の秩序ある 処理についてご説明し

ま す。2000 年代の国際的な金融危機を踏ま えて、市場等

を通じ て伝播する よ う な危機に対する 対応と し て、金融

機関の実効的な破綻処理に関する 新たな枠組みが国際

的に議論さ れ、 合意さ れたこ と を受け、 我が国において

も 預金保険法を改正し 、新たな破綻処理の枠組みを整備

し たも のです。  

こ の枠組みでは、我が国の金融市場その他の金融シス

テム の著し い混乱が生ずる おそれがある と 内閣総理大

臣が認める と き に発動可能と なっていま す。  

 

○  具体的には、 金融危機対応措置と 同様、 金融危機対応

会議の議を経て、内閣総理大臣が措置を講ずる 必要性を

認定し ま す。  

対象と なる 金融機関等を 預金保険機構の特別監視下

におき 、 流動性の供給や優先株式等の引受け等を 行う

「 特定第１ 号措置」 のほか、 預金保険機構が管理処分権

を掌握し つつ、金融シス テムの安定を図る ため不可欠な

債務等を特定承継金融機関等に引き 継ぎ、その際に特定

資金援助をする こ と によ り 、 当該債務を履行さ せる「 特

定第２ 号措置」 も 整備し ていま す。  
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○  こ の、 金融機関の秩序ある 処理は、 金融市場における

急速な信認低下、 破綻時における 混乱、 実体経済への影

響を回避し 、金融シス テムがその強靭性を保持する ため

に、 金融市場・ 金融業全体をカバーする こ と が重要であ

る と の考え方に基づいて設計さ れており 、預金取扱金融

機関のみなら ず、 保険会社、 金融商品取引業者、 金融持

株会社等の金融業全体が広く 措置の対象と なっ ていま

す。  

 

○  預金保険法に基づく 枠組み以外にも 、我が国の中央銀

行である 日本銀行は、政策委員会が金融シス テムの安定

のため特に必要がある と 判断する 場合には、一時的な資

金不足に陥った金融機関に対し 、他に資金の供給を行う

主体がいない場合に、最後の貸し 手と し て一時的な資金

の貸付（ 流動性の供給） を行う こ と が可能と なっていま

す。  

 

（（ ２ ） 我が国の金融シス テムを巡る 環境と 直面する 課題） 

○  次に、我が国の金融シス テムを巡る 環境と 直面する 課

題について、 我々の認識を申し 上げま す。  

先ほどご説明し たよ う に、 我が国は、 こ れま での歴史

の中での様々な経験を踏ま え、効果的かつ頑健な金融セ

ーフ ティ ネッ ト を 構築する に至っ たと 自負し ていま す。 
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一方、こ れは日本に限ら ない要素も 多分にあり ま すが、

我が国金融シス テムは、 足下で、 ①金融市場、 ②ビジネ

ス 環境において、大き な変化にさ ら さ れている と 考えて

おり 、 金融セーフ ティ ネッ ト や、 金融シス テムに対する

モニタ リ ングも 、 必要があれば、 環境の変化に応じ て不

断に見直し ていく べき も のと 考えていま す。  

 

○  ま ず、 ①金融市場に目を向ける と 、 我が国の中央銀行

は、 本年３ 月と ７ 月に政策金利を引き 上げま し たが、 我

が国では、 こ の利上げ自体実に 17 年ぶり のこ と です。

こ う し た「 金利ある 世界」 への移行が進む一方で、 株式

市場では、８ 月には日経平均株価が過去最大の下落幅を

記録する など 、 変動の高ま り が見受けら れていま す。  

 

○  ま た、 グロ ーバルな金融市場においても 、 海外諸国の

経済減速懸念、 不動産市場を含む海外市況の変調、 各国

政治動向、地政学的リ ス ク 等が主要なリ ス ク と なってい

る と 考えていま す。  

 

○  次に、 ②ビジネス 環境について、 我が国では、 特に都

市部以外の地域で、 人口減少・ 少子高齢化や事業者数の

すう 勢的な減少にさ ら さ れており 、こ れま での低金利環

境の継続と あいま って、金融機関のビジネス モデルの持
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続可能性にと って脅威と なっていま す。  

 

○  加えて、 コ ロ ナ禍への対応や技術革新など によ り 、 個

人の生活様式や企業のビジネス が変化する 中、我が国の

金融サービス も 、 アンバンド リ ング・ リ バンド リ ングが

進み、 新たな金融サービス の提供者の参入や、 業態・ 国

境を越えた金融サービス 展開が加速し ていま す。  

 

○  さ ら に、 デジタ ル技術の深化・ 普及は、 非対面の取引

や国境を越えた取引を容易にし 、利用者の利便を向上さ

せる 一方で、 サイ バーリ ス ク の高ま り やマネー・ ロ ーン

ダリ ング、 金融犯罪の巧妙化等、 リ ス ク も 増大・ 複雑化

し ていま す。  

 

○  こ う し た、 ①金融市場、 ②ビジネス 環境を巡る 変化に

直面する 中にあっても 、 足元、 我が国の金融機関は総じ

て充実し た資本や流動性を有し 、金融シス テムは総体と

し て安定し ていま す。  

 

○  引き 続き 、 金融シス テムの安定・ 信頼の確保と 質の高

い金融機能の発揮を 図る ため、 制度整備、 検査・ 監督、

国際的な議論への参画等を通し て、金融シス テムの潜在

的な脆弱性への対処・ 強靭性の向上に取り 組んでいく 方



8 

 

針です。  

 

○  ま た、 金融シス テムの安定・ 信頼の確保のためには、

金融セーフティ ネッ ト の不断の見直し に加え、その実効

性の確保が不可欠であり 、こ のためには実務面において

セーフ ティ ネッ ト に参加する 当局同士が緊密に連携す

る こ と が重要と 認識し ていま す。  

 

○  特に、国際的に活動する シス テム上重要な金融機関の

破綻処理においては、国内外の当局間における 連携が重

要と なり ま す。 こ う し た観点から 、 我が国においては、

金融庁が、 日本銀行や預金保険機構と 連携し て本邦 G-

SI Bs 等に対する 危機管理グループ（ CMG）会合を主催し 、

海外ホス ト 当局と の連携強化に努めていま す。  

 

（ 結びの挨拶）  

○  金融シス テムの安定のため、金融セーフ ティ ネッ ト の

適切な運営の一角を担う 、預金保険機関が果たす役割は

非常に重要です。 ま た、 繰り 返し になり ま すが、 金融市

場のグロ ーバル化、金融危機のグロ ーバル化を反映し て、

各国や各地域間の協力も 格段に重要と なっ ている と こ

ろです。  
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○  世界中の預金保険機関が参加する 機会は貴重であり 、

今回の年次コ ンフ ァ レ ンス が、参加者間の認識の共有と 、

意見交換の貴重な機会と し て有意義なも のと なる よ う

心よ り 期待いたし ま し て、私の挨拶と さ せていただき ま

す。  

ご清聴あり がと う ございま し た。  

 

（ 以上）  

 


